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更なる要求前進に向けて人事課長交渉に参加を
日時：２月２２日(金)14:00～ 県庁東館５階 書記局集合
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知事部局の職員定数４１名増の改正へ
切実な要求を受け職員定数の増、課題解決へ前進

県当局は２月８日、平成３１年２月定例議会の提出案件を発表し、

県職員定数の改正条例案や部制の改正条例案等の提案内容を明らかに

しました。知事部局の職員定数については、昨年度１０人、今年度

１７人の増員が図られましたが、来年度においても４１名の増員の方

針を示しました。このことは自治労県職として、確定交渉時から人員

課題を掲げ、事業量の大幅増、真の働き方改革の実現、技術継承の課

題などを訴えたことに一定程度応えたものと評価して受けとめます。

県当局は主な増員要素として、公共事業増加の対応、子家相の体制強

化･一時保護所開設､国スポ･障スポ大会･全国植樹祭開催準備などをあ

げています。また知事部局以外にも、病院事業庁や企業庁の定数増も

図られます。

３年連続の職員定数増で、さらに今回の４１名増員は大きな前進で

はありますが、ピーク時から１０００名を超える減員からの回復には、

まだまだ道遠しの状況であります。減員が続いた「失われた１０年の

〇主たる増員要素⇒公共事業増加の対応、子家相の
体制強化･一時保護所開設､国スポ･障スポ大会･全国
植樹祭開催準備など 〇病院事業庁・企業庁も増員へ
文化スポーツ部や知事公室の設置など部の再編も

＜来年度の職員定数の増減＞

・知事部局 3,089人→3,130人 ＋４１人

・病院事業庁 1,120人→1,134人 ＋１４人

・企業庁 69人→ 72人 ＋３人

・教育機関

県立学校（教員） 3,401人→3,369人 △３２人

県立学校（教員以外） 529人→ 514人 △１５人

学校以外の教育機関 66人→ 65人 △ １人

合 計 8,559人→ 8,569人 ＋１０人

※記載のない部局は増減なし

＜来年度の部の再編＞
【現行】（８部） 【改正後】（知事公室および８部）

知事公室
ア 広報に関する事項

イ 防災に関する事項

総合政策部 総合企画部
秘書課 →知事公室 ア 県行政の総合企画および調整に関する事項

広報課 →知事公室 イ 重要施策の企画および調査に関する事項

企画調整課 →総合企画部 ウ 消費生活その他県民生活の向上に関する事項

防災危機管理局→知事公室 エ 情報化に関する事項

オ 統計に関する事項

カ エネルギーに関する事項

県民生活部 文化スポーツ部
県民活動生活課 →総合企画部 ア 文化振興に関する事項

エネルギー政策課→総合企画部 イ スポーツに関する事項

文化振興課 →文化スポーツ部

人権施策推進課 →総合企画部

情報政策課 →総合企画部

統計課 →総合企画部

スポーツ局 →文化スポーツ部

※課等部内組織の細部は、検討中。

間」に職員構成はいびつとなり、中堅層の手薄さが技術継承も

含めてボディブローのように職場の体力を奪っています。また、

病休の連鎖の実態も職場の余裕のなさを反映しています。

未だ各職場での人員配置等も明らかとなっていません。当面、

深刻な課題のある職場への重点的な人員配置を求めていく必要

があります。２月２２日（金）の人事課長交渉では、会計年度

任用職員制度の課題とともに人員課題を訴えます。職場からの

交渉への積極的な参加をお願いします。



自治労県職農業技

術職員連絡会は１月

２４日、農政課長・

農業経営課長と交渉

を実施しました。主

な要求課題として、

①大量の退職者に対応する人員確保②若手職員の人材育成の体制

と技術の継承③農技センターの早期改築と修繕④滞留する昇任の

遅れの是正⑤ＧＡＰ指導員の資格取得と更新への負担支援等を求

めました。これに対して両課長から「来年度の新規採用者につい

ては、一定の確保が得られるものと考えているが、大量の退職者

のノウハウを若手に引き継ぐのが重要な課題と認識している。時

代にあった研修体系のもとにトレーナー制度やＯＪＴ等を通じて

早期の育成を図りたい。昇任の課題については本庁・地方のポス

トに拘わらず精一杯人事当局へ働きかけたい。農技センターの改

築は更新計画に上がっているが、それまでの間、安心して利用し

てもらえるよう改修は年次的に対応したい。ＧＡＰの資格取得は

重要と認識し、取得時の予算措置はしている。」と回答しました。

組合は、新採者の確保と配置バランス、人材育成のあり方、ＧＡ

Ｐの更新時の予算措置の問題などで議論し改善を求めました。

農業関係２課長交渉を実施
自治労県職土地改良職

員協議会は２月４日、耕

地課長・農村振興課長と

交渉を実施しました。

交渉では、①来年度の

土地改良職場の人員確

保、②技術継承と若手職員の人材育成③入札・積算業務の改

善、④働き方改革の課題、⑤会計年度任用職員制度の課題な

どに対し回答を求めました。

これに対して、由谷耕地課長は「来年度は防災・減災・国

土強靱化の３カ年緊急対策で事業量が増加する予定であり、

新規採用を始め、他部局等への交流人事の見直し、さらに現

場技術業務委託も含め対応する予定で現場での体制充実に努

めたい。中堅職員の絶対的な不足を認識しており、若手職員

の育成や技術継承は重要な課題と受け止めている。入札・積

算業務での課題について、職員が萎縮することのないよう対

応していきたい。」等の回答がありました。

なお、併せて総会を開催し、会長に、松吉詔彦さん（東近

江・田園振興課）、事務局長に森川学さん（湖北・田園振興課）

他の役員を選出しました。

耕地課･農村整備課長交渉を実施

自治労県職は１月３０日、障

害福祉課長交渉を実施しまし

た。交渉では、①近江学園の

改築の動向、今後の人員体制

の確保②近江学園の調理員確

保、非常勤職員の処遇改善③

福祉専門職のキャリアパス④信楽学園等のあり方等の課題で議

論しました。丸山課長は「近江学園の改築について来年度予算

としては、ＰＦＩ方式を前提にアドバイサリー委託費を見込ん

でいるが、入所児童への支援を委託化することは考えていない。

また開所は、平成34年度中を予定している。改築後の人員体制

も含めて、今後、現場とも意見交換しながら検討していきたい。

調理員については現状や委託化の課題の話も聞かせて頂いた。

しっかりと検討していきたい。福祉専門職のキャリアパスにつ

いては、社会福祉職の採用という要素も含めて皆さんの力が最

大限発揮できるよう努力したい。」

と回答。

この交渉に先立ち近江学園の寺

田園長と交渉を実施。人員体制の

確保、非常勤職員の確保と処遇改

善等について要望しました。

障害福祉課長交渉を実施
近江学園長交渉を実施

水産試験場班は１月３

１日、場長交渉を実施し

ました。交渉では、①研

究業務の増に対応する人

員の確保②施設の早急な

改築③安全性に欠ける公

用車の更新④非常勤職員

等の確保とその対応などを中心に話し合いました。

アユ不漁や外来魚など研究業務は増大するが人員は厳しく各係と

もギリギリの状態との声、試験場の早急な改修を求める意見、イン

ターネット環境の改善や公用車の更新を求める訴えなど、組合員か

らの率直な発言がありました。遠藤場長からは「新たな研究課題で

業務が多くなっている状況は理解しており、人員確保へ努力は続け

たい。施設の更新等については、時期がこれ以上遅れないように働

きかけたい。公用車の更新は予算の関係で厳しい状況が続いている

が、良い方法がないかと考えている。非常勤職員等の確保や対応は、

適切に対応したい。」などの回答がありました。

水産試験場長交渉を実施

県庁売店がコンビニに改装 3/4開始
滋賀県職員生協では、組合員のサービス向上を図るため、従来

の県庁売店をコンビニ（ニューヤマザキデイリーストア）に改装

することとなりました。営業時間も７時３０分から１８時３０分

になるなど利用しやすくなっています。

〇改装中の営業 ：仮説店舗（現在の売場を縮小）で営業

（２月２５日～２８日まで）

〇新装オープン ：３月４日（月）午前７時３０分

〇ポイントカード：「デイリーヤマザキ楽天ポイントカード」

を希望者に配布（利用開始には事前登録要）
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２０１９春闘

春始まりの合図
春闘が始まりました。春闘時期には私たちの賃金・労働条件につ

いて政府や人事院へ要求書を提出し交渉を行います。自治労は４つ
の重点課題（①労使交渉ルールの確立②民間職場の賃金労働条件の
改善③会計年度任用職員制度の確立④時間外労働の上限規制と３６
協定の締結および人員確保）を設定し、２０１９春闘を闘います。
地域から春闘を盛り上げていきましょう。

自治労のスト批准投票の成功を
自治労として、たたかう決意を内外に示すため圧倒的な高率で
ストライキ批准投票を成功させましょう。

職場要求で主管課長交渉・所属長交渉を実施中
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